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報告事項 滝沢市特定空家等認定マニュアルの改訂について 

滝沢市特定空家等認定マニュアルの改訂内容 

 「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）」の

一部を改正する法律が施行されたことに伴い、滝沢市特定空家等認定マニュア

ルの改訂を行う必要が生じたことから、条ずれの解消及びその他所要の整理を

行う。 

◆マニュアル P1 はじめに 一部抜粋 

〇現行 

 空家等に関する施策を総合的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に

寄与することを目的として、平成２６年１１月に「空家等対策の推進に関する特別

措置法」（以下「法」という。）が公布され、平成２７年５月に完全施行されまし

た。 

 法の施行と併せて、平成２７年２月に、国土交通省より、法に基づく「空家等に

関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」、同年５月に、法

に規定される『「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要

な指針』（以下「ガイドライン」という。）が定められました。 

〇改訂後 

 空家等に関する施策を総合的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に

寄与することを目的として、平成２６年１１月に「空家等対策の推進に関する特別

措置法」（以下「法」という。）が公布され、平成２７年５月に完全施行されまし

た。 

 令和５年１２月１３日には同法の一部を改正する法律が施行され、改正法の施行

に伴い、法に基づく『「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るため

に必要な指針』の全部が改正され、新たに「管理不全空家等及び特定空家等に対す

る措置に関する適切な実施を図るために必要な指針」（以下「ガイドライン」とい

う。）が定められました。 

◆マニュアル P４ （４）外観（立入）調査 ③留意事項 一部抜粋 

 〇現行  

・法では、所有者等が立入調査を拒否した場合等の過料が定められています（法第 

１６条第２項）が、所有者等の抵抗を排除してまで調査を行う権限を認めるもの 

ではありませんので、明示的な拒否があった場合に、物理的強制力を行使してま 

で立入調査をすることはできません。 

 〇改訂後 

・法では、所有者等が立入調査を拒否した場合等の過料が定められています（法第 

資料２－１ 



6 

 

３０条第２項）が、所有者等の抵抗を排除してまで調査を行う権限を認めるもの 

ではありませんので、明示的な拒否があった場合に、物理的強制力を行使してま 

で立入調査をすることはできません。 

 

◆マニュアル P５ （５）特定空家等の認定 一部抜粋 

 〇現行 

 委員会及び協議会に協議の上、市長が（４）により、特定空家等であると判定し 

た空家等を特定空家等に認定します。特定空家等の認定に当たり、特定空家等の種 

類を「４．特定空家等分類フロー図」に基づき、２種類に分類しますので、その分 

類の妥当性についても併せて協議します。 

  協議後、特定空家等に認定した場合は、認定した旨を当該所有者等に対し、「特 

定空家等認定通知（様式第４号）」により、通知します。 

〇改訂後 

 委員会及び協議会に協議の上、市長が（４）により、特定空家等であると判定し 

た空家等を特定空家等に認定します。特定空家等の認定に当たり、特定空家等の種 

類を「４．特定空家等分類フロー図」に基づき、２種類に分類しますので、その分 

類の妥当性についても併せて協議します。 

  協議後、特定空家等に認定した場合は、認定した旨を当該所有者等に対し、「特 

定空家等認定通知（様式第４号）」により、（削除）通知します。 

 

◆マニュアル P５ （６）特定空家等の認定の解除 一部抜粋 

 〇現行 

 （５）の認定通知後、所有者等が特定空家等の除却、修繕等を行ったことにより 

、特定空家等の認定基準を満たさなくなった場合は、「滝沢市特定空家等判定基準 

表（様式第２号）」により、外観調査を行い、特定空家等の認定基準に該当しない 

ことを確認した上で、特定空家等の認定を解除した旨を所有者等に対し「特定空家 

等認定解除通知（様式第５号）」により、通知します。また、法第１４条第２項の 

規定による勧告が行われていた場合、住宅用地に対する固定資産税の課税標準特例 

の適用対象から除外されるため、特定空家等の認定を解除したことについて、固定 

資産税担当課へ情報共有します。 

 〇改訂後 

 （５）の認定通知後、所有者等が特定空家等の除却、修繕等を行ったことにより 

、特定空家等の認定基準を満たさなくなった場合は、「滝沢市特定空家等判定基準 

表（様式第２号）」により、外観調査を行い、特定空家等の認定基準に該当しない 

ことを確認した上で、特定空家等の認定を解除した旨を所有者等に対し「特定空家 

等認定解除通知（様式第５号）」により（削除）、通知します。また、法第２２条 

第２項の規定による勧告が行われていた場合、住宅用地に対する固定資産税の課税 

標準特例の適用対象から除外されるため、特定空家等の認定を解除したことについ 

て、固定資産税担当課へ情報共有します。 



7 

 

 

◆マニュアル P１０ ４．特定空家等分類フロー図 

条ずれによる改訂・・・ 資料２-２  

 

◆マニュアル P１３ 様式第３号 空家等の適切な管理について（助言） 

 条ずれによる改訂・・・ 資料２-３  
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４．特定空家等分類フロー図 

 

判断基準①：空家等の物的状態（３．滝沢市特定空家等認定基準により該当するか判断する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判断基準②：周辺への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判断基準③：所有者等の事情 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのまま放置すれば倒壊等著しく 

保安上危険となるおそれがある状態 

そのまま放置すれば著しく衛生上 

有害となるおそれがある状態 

適切な管理が行われていないことにより著

しく景観を損なっている状態 

その他周辺の生活環境の保全を図るために

放置することが不適切である状態 

１つ以上該当あり 

周囲への悪影響・危険等の切迫性がある 

・歩行者の通行量が多い道路に影響 

・隣接地の広範囲に影響 

・敷地境界を越えて影響（臭気・音）   など 

全て該当なし 

空家等 

空き家バンクへの登録を呼びかけるなど、特定

空家等にならないよう早期に対策を講じる。 

所有者等による改善の意思・見込みがない 

・所有者が死亡し、相続等必要な手続を踏まずに放置されている。 

・所有者等と連絡がとれず、改善の意思確認ができない。 

     など 

特定空家等Ⅱに分類 特定空家等Ⅰに分類 

法第２２条第１項による助言・指導を行

い、改善されない場合は、法第２２条第

２項の規定による勧告を行い、固定資産

税の特例（住宅用地特例制度）の対象か

ら除外するなど、必要な手続をとる。 

法第２２条第１項の規定による助言・指導を繰り返し行い、

改善を目指す。改善されず、状態が特定空家等Ⅰに該当する

ことになった場合は、特定空家等Ⅰに再分類し、法第２２条

第２項の規定による勧告を行うなど、必要な手続をとる。 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 
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様式第３号 空家等の適切な管理について（助言） 
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